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 平成 21 年度における独立行政法人北方領土問題対策協会の退職役員に関する業績

勘案率（案）の基準値については、以下のとおりとする。 
 
 
理事 × × × × 平成 21 年度における業績勘案率の基準値は、１．０とする。 

 
 
 
 

（決定の方法） 
 「内閣府所管独立行政法人の役員退職金に係る業績勘案率について」（平成 17 年 8
月 23 日内閣府独立行政法人評価委員会決定）に基づき決定 
 
 
（決定の理由） 
平成 22 年２月 16 日開催の北方領土問題対策協会分科会において審議 
平成 21 年度における当該役員が在籍した法人の業務の状況は、当該年度計画に沿

って順調に行われており、前年度までの業務実績等を総合的に勘案して決定 



平成 21 年度（４月１日～１月３１日）  
独立行政法人北方領土問題対策協会理事としての××××氏の業績（案）   

 
 

 ××氏は、北方地域旧漁業権者等に対する貸付業務を所掌する札幌事務所を掌握し、平

成 21 年度においては、以下の業務を中心に推進した。 
 
 
○ 融資説明・相談会の充実強化、関係機関との連携 

・平成 20 年 4 月 1 日より施行された改正法の内容の周知及び融資業務全般に対する法

対象者からの意見・要望の聴取を目的とした融資説明・相談会を開催（在任期間中の

計画 8 地区に対し 10 地区）。 
・融資制度の円滑化を図るため、関係金融機関を対象とした「漁業協同組合担当者会

議」及び「関係機関実務担当者会議」を開催。 
 
○ リスク管理債権の縮減 
   貸付残高に占めるリスク管理債権の割合（リスク管理債権比率）を全国預金取扱金

融機関の 19 年度末平均比率 3.11％以下に抑制（平成 21 年 12 月 31 日現在 2.50％）す

るなど安定した事業を推進。 
 
○ 融資業務研修会の開催 
   元島民等により構成される団体の支部長、推進委員等を対象に、融資制度の内容や

管理回収状況及び法改正について、正確な状況を提供し理解を深めてもらうため融資

業務研修会を開催。 
 
 



　
　融資内容等の周知や要望等の聴取を目的とした融資説明会及び新
規貸付・生前承継手続等について、個別対応をする融資相談会を対象
者が多く居住する10地区での開催を計画し、これまでに10地区で11回
開催したが、法対象者の要望があり、あと2地区で開催する予定であ
る。
　　・参加者数  445名（前年同期459名）
　　・相談件数　100件（前年同期103件）

  21年度においても、内閣府北方対策本部、千島連盟等の関係機関と
の連携を密にし、法改正により新たに対象となった居住者や生前承継
を補完するため創設された死後承継制度の資格者等に対して、改正内
容と融資制度についての周知を図った。
　・パンフレットの送付　6,467名（6月11日）
　・死後承継ができる可能性が高い2世世帯に対するダイレクトメール送
付（692世帯、10月1日）
　・協会広報誌「北対協札幌だより」の送付（6,397名、1月4日）

　また、融資説明・相談会、関係機関実務担当者会議、千島連盟支部
長・推進員融資業務研修会、などのあらゆる機会を利用して融資制度
の周知徹底に努めた。

　関係金融機関との定例的な会議のほかに、必要に応じて関係金融機
関を訪問し、協会からの情報を提供すると共に、利用者ニーズの把握
や取扱機関の要望・意見により改善を図るなど、次のとおり制度利用の
活性・円滑化に努めた。
・平成21年10月　根室管内漁協との業務打合せ

 関係金融機関の担当窓口との連絡調整を緊密にし、融資業務の拡充
と一層の円滑化・制度利用の促進を図るために、以下の会議を予定通
り開催した。
  「漁業協同組合担当者会議（漁協担当者会議）」では、漁協組合員の
法対象者が生前・死後承継について相談するケースが多いことから、こ
の手続きについて特に丁寧に説明し、理解を深めた。
〔漁業協同組合担当者会議〕
　［開催月日］　平成21年 4月24日
　［出席者］　根室管内等漁業協同組合等
　［協議事項］　現地近況報告等
〔関係機関実務担当者会議〕
　［開催月日］　平成21年 4月24日
　［出席者］　転貸組合、委託金融機関、関係市町村（根室市、黒部市
等）、内閣府、北海道、千島連盟等
　［協議事項］　貸付業務経過報告・貸付計画等

前理事所掌項目の21年度業務実績（平成21年4月1日～平成22年１月31日）

（６）北方地域旧漁業権者等に対する融資事業
① 融資制度の周知
平成20年4月1日からの改正法の施行に関して、対象者
が多く居住する道内及び富山県の１０地区で、融資説
明・相談会を開催するとともに、協会のホームページ、広
報紙「札幌だより」や元島民等により構成される団体の
会報等を活用し、以下について周知の徹底を図る。
・ 融資内容及び手続きの方法について
・ 元居住者の居住要件の緩和について
・ 生前承継及び同制度を補完する死後承継について

② 関係金融機関との連携強化
融資制度の円滑化を図るため以下の会議を開催し、関
係金融機関との連携を一層強化する。
○ 漁業協同組合担当者会議（４月 札幌）
○ 関係機関実務担当者会議（４月 札幌）

実　　績21年度計画の各項目

2　国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置
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実　　績21年度計画の各項目

　事業資金については過去の生産高・収支実績と資産、負債の状況を
把握し、資金の必要性や資金効果を重点に審査を行っている。
　 生活資金については、特に資金の必要性と資金使途が明確である
か(目的外利用防止）を注視し、年齢、勤務先、収入、家族構成などによ
る可処分所得を重点に審査を行っている。
　 資格者の高齢化が進んでおり、借入者が高齢の場合には連帯債務
者や連帯保証人を強化するなどで、債権保全を行っている。
　 収入、資金使途など通常審査によりがたい案件については、債権管
理担当者、貸付担当者、貸付統括者で合議し審査を行っている。転貸・
委託扱いについても案件によっては事前協議を基本に、事業内容、償
還能力など不明な点を補足し審査を行っている。

　信用リスクの管理は 「延滞債権督促ﾏﾆｭｱﾙ」に基づき、21年度も電
話・文書督促に加え、弁護士名文書督促、実態調査を実施し、管理・回
収に努めた。
　１ヶ月以上の延滞先については、個別対象者の管理カードを作成し、
督促記録や対象者の就業状況等を記録して管理し、債権回収に有効
に活用している。
　時効中断については、時効中断管理簿により、時効期日と時効中断
を適切に管理しており、時効によって消滅した債権はない。
　破綻先債権の管理については、破産手続の債権届出等、相手弁護士
との情報を蜜にし適切に対処している。また破綻先債権については、連
帯債務者・連帯保証人と協議を行い債務承認と返済約定書の徴収に
努め回収促進を図っている。

　12月31日現在のリスク管理債権比率は2.50%で、計画の3.11%以下を
達成しており、2％台の水準を維持することができている。
　（リスク管理債権比率の推移）
　（H16)   (H17)   (H18)   (H19)   (H20)
   2.46%   2.20%   1.97%   2.10%    2.65%
　（参考）
　他金融機関のリスク管理債権比率
　・都市銀行　1.78％
　・地方銀行　3.28％
　※平成21年3月末時点（出所：金融庁ＨＰ）

　経済状況が悪化している中、リスク管理債権の抑制に向けた対策とし
て、督促業務や実態調査を実施するなど積極的な管理・回収に努め、
破綻先債権、延滞債権及び貸出条件緩和債権の各債権額は昨年度末
と比して減少しており、リスク管理債権総額、比率とも昨年度末水準を
下回っている状況である。

　12月31日現在の更生・生活資金のリスク管理債権額は23,272千円で
あり、前中期計画期間中の平均残高36,657千円の63.5%の水準である。
（計画は、32,991千円）。

　修学資金について、新たに成人に達した就学者の全員について、連
帯債務契約を締結し、計画の80％を上回る100％の連帯債務契約率を
実現し、債権保全の強化がなされている。

　12月31日現在の住宅改良資金のリスク管理債権額は40,768千円であ
り、前中期計画期間中の平均残高56,965千円の71.6%の水準である。
（計画は、51,268千円）

④ 融資業務研修会の開催
元島民等により構成される団体の支部長、推進員等を
対象に、融資制度の内容や管理回収状況及び法改正に
ついて、正確な情報を提供し理解を深めてもらうため融
資業務研修会を開催する。

  元居住者等で構成された団体である千島連盟の支部の代表者等と、
融資業務実績及び22年度融資計画、借入資格等全般について、理解
の深耕と意見交換を目的として下記研修会を計画どおり開催した。
　承継手続きについて重点的に説明を行い、資格者への周知方法や広
報等に関する意見や、適正な運用方法の検討などの要請があり、参加
者の理解を深めることができた。
〔支部長・推進員融資業務研修会〕
　［開催月日］　平成21年 5月26日
　［出席者］　連盟本部、支部等
　［協議事項］　貸付業務経過報告・貸付計画等

③ リスク管理債権の適正な管理
電話や文書による督促、面談・実態調査、法的手段等の
措置を的確に講ずることにより、債権の回収に努めると
ともに、更生、生活、修学、住宅改良の各資金について
は、平成19年度から実施している債権回収の強化措置
及び貸付条件の厳格化の措置を維持するとともに、本
年度から導入する個人信用情報システムを活用し、より
正確な情報把握に努める等、リスク管理債権を以下のと
おり適正に管理する。
（ア）貸付残高に占めるリスク管理債権額の割合（リスク
管理債権比率）を全国預金取扱金融機関の19年度末平
均比率3．11％以下に抑制する。
（イ）更生・生活資金については、前中期計画期間中のリ
スク管理債権平均残高の90％以下に抑制する。
（ウ）修学資金については、新規及び更新契約時に成人
に達した修学者と連帯債務契約を締結（対象者の80％
を達成目標とする）し、債権保全を強化する。
（エ）住宅改良資金については、前中期計画期間中のリ
スク管理債権平均残高の90％以下に抑制する。
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